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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、基本的なコーポレート・ガバナンス体制として、「監査役会設置会社」制度を採用しており、経営方針等の最重要事項に関する意思決定
機関および監督機関としての「取締役会」、業務執行機関としての「代表取締役」、監査機関としての「監査役会」を設置しています。
　取締役については、当社グループと重要な取引関係がなく高い独立性を有する社外取締役を複数選任し、業務執行に関する取締役会の監督
機能を強化するとともに、株主による選任の機会を増やすことで、取締役の責任をより明確にして経営環境の変化に迅速に対応できるよう、任期
を法定の２年から１年に短縮しています。この機関構造を基本とした上で、迅速な業務執行を行うため「執行役員」制度、および取締役会の意思決
定機能を強化するため「経営執行会議」を設けています。また、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化するため、取締役会の諮問
機関として、任意の委員会である「指名委員会」「報酬委員会」「特別委員会」を設置しています。
　当社は、当社グループにおける実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目
的に、「パイオニアグループ　コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を策定し、当社ホームページで公開しています。
（http://pioneer.jp/corp/info/governance/）

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードに示された各原則を全て実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　当社は、前述の「パイオニアグループ　コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」に基づき、コーポレートガバナンス・コードに示された各原則
を実施します。
　なお、開示すべき原則に関する事項は以下のとおりです。
(原則１－４)
・当社は、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する企業の株式を、業務提携や取引関係の強化など経営戦略の一環として保有する
ことがあります。
・政策保有株式については、取締役会において毎年定期的に、当該株式の保有目的、効果および経済的合理性を検証し、保有継続の可否を判
断してまいります。
・政策保有株式の議決権の行使については、当社の企業価値向上に資するかどうかを基準に、提案された議案を検討のうえ、適切に議決権を行
使します。

(原則１－７)
・当社は、取締役および執行役員の競業取引や利益相反取引は、取締役会に付議し、決議しています。
・関連当事者間の取引については、毎期、監査役会が取締役および執行役員に「業務執行確認書」の提出を求め、競業取引や利益相反取引の
有無の確認を行っています。

(原則３－１(i))
・当社は、創業者松本望の志「より多くの人に、より良い音を」を継承したパイオニアグループの企業理念「より多くの人と、感動を」を実現していき
ます。
・当社は、創立以来遵守してきた信条を社是として定め、当社グループの取締役、監査役、執行役員、従業員（以下「役職員」といいます。）各自が
体得し判断と行動の基準としています。
・当社は、グループの経営姿勢を「パイオニアグループ企業行動憲章」として掲げ、それに沿って役職員が業務における判断・行動の基準として遵
守すべき基本的な事項を「パイオニアグループ行動規範」として定めており、役職員はこれを実践します。
・当社は、「音」、「映像」、「情報」を通じて「街でも家でも車でも、笑顔と夢中が響き合う」を企業ビジョンに、「車室空間における快適、感動、安全・
安心を創出する『総合インフォテインメント』のリーディングカンパニーを目指す」ことを事業方針としています。
・当社は、パイオニアグループ規程「ビジネス・エシックス基本規程」に基づいて社外取締役を委員長とする「ビジネス・エシックス委員会」を設置し、
パイオニアグループ行動規範を周知徹底しています。
・当社は、「パイオニアグループ行動規範」に反する行為の早期発見や適切な対応のために、グループ全体の社内通報制度として外部機関を窓
口とする「ビジネス・エシックス・ホットライン」を設けています。寄せられた通報は、「ビジネス・エシックス委員会」事務局と同時に、監査役 にも報告
される仕組みとしており、通報者が通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることのないよう適切な運営を図っています。
・当社は、「パイオニアグループ企業行動憲章」において「一人ひとりがいきいきと働くために」を行動規範の一つとして掲げ、性別、年令、国籍など
にかかわらず、多様な役職員が自らの能力を発揮し、それぞれの職場・業務で果たすべき役割に、意欲的にそして生き生きと取り組むことができ
る風土作りに取り組んでいます。また、その基盤づくりのため、人事部内にダイバーシティ推進担当者やキャリア支援担当者を設置しています。
・当社は、経営計画においては、戦略の骨子および基本方針を示すとともに、収益率や資本効率に関する定量的な目標値とその実現に向けた実
行計画を策定し、決算説明会や企業説明会を通じて株主を含むステークホルダーに公表します。
・当社は、経営計画を変更する必要が生じた場合には、その原因を分析し、次回の経営計画に反映させるとともに、重要な事項については、変更
の背景や内容について説明を行います。
・経営計画や事業戦略は、取締役会において独立性の高い社外取締役２名を含めて活発な議論を行い決定しています。その進捗は、決算説明
会や企業説明会において公表しています。

(原則３－１(ii))



・当社は、企業理念「より多くの人と、感動を」に基づき、透明かつ公正なコーポレート・ガバナンス体制の構築を実現することを経営上の最重要課
題と考えております。経営の透明性、公正性および効率性を高めることが、株主をはじめステークホルダーの期待に応え、企業価値を増大させる
ことにつながると認識しています。
・当社は、基本的なコーポレート・ガバナンス体制として、「監査役会設置会社」制度を採用しています。
・当社は、複数の独立社外取締役および独立社外監査役の選任や、社外役員を半数以上とする指名委員会、報酬委員会、特別委員会という３つ
の委員会（委員長はいずれも社外取締役）を取締役会の諮問機関として設置することにより、取締役会の監督機能を強化しています。
・当社は、独立社外取締役と独立社外監査役との定期的な連携の場を設け、独立社外役員同士が情報交換や認識共有を図ることにより、独立社
外役員が取締役会における議論に積極的に貢献できる体制としております。また、監査役会は社外取締役の情報収集を支援してまいります。
・当社の経営体制は、取締役会が意思決定を行い、代表取締役が業務執行することを基本としていますが、迅速な業務執行を行うために執行役
員制度を採用し、執行役員の中から取締役会が指名したメンバーで構成される「経営執行会議」を設置しています。経営執行会議の活用により代
表取締役の業務執行の迅速化・効率化や、取締役会の意思決定機能の強化を図るなど、実効性あるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努め
ています。

(原則３－１(iii))
・取締役会は、社外取締役を半数以上とする報酬委員会（委員長は社外取締役）を設置し、取締役および執行役員の評価・報酬等は、報酬委員
会による審議結果を尊重し決定しています。業務を執行する取締役および執行役員の報酬は、成果主義の理念のもと、職責や業績貢献度を適正
に評価した上で、適切に決定しています。
・取締役および執行役員の報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対するインセンティブとなるよう、中長期的な業績連動
報酬や自社株報酬なども報酬委員会において議論を行ってまいります。

(原則３－１(iv))
・取締役会は、取締役・監査役の候補者の指名および執行役員の選任に際しては、個々の知識・経験・能力および業績等を踏まえ、また、取締役
会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を考慮の上、行います。取締役会は、これらの決定に際しては、社外取締役を半数以上
とする指名委員会（委員長は社外取締役）に審議を求め、この審議結果を尊重して決定します。

(原則３－１(v))
・取締役および監査役の選任理由は、「株主総会招集ご通知」の参考書類において開示しているほか、社外役員については、本報告書の「II　経
営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「１．機関構成・組織運営等に係る事項」
においても開示しています。

(補充原則４－１－１)
・取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会が指名する執行役員（執行役員を兼ねる取締役を含みます。）で構成される経営執行会議
に意思決定または事前審議を委ねています。これにより、取締役会は、経営方針等の最重要事項に関する意思決定機能と監督機能に特化する
ことにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図っています。
・取締役会は、取締役会決議および社内規程において、執行役員の担当業務を明確に定めています。

(原則４－８、原則４－９)
・当社は、社外取締役を２名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
・当社は、前述の「パイオニアグループ　コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において、社外役員の独立性基準を定めており、当社ホーム
ページで公開しています。
　（http://pioneer.jp/corp/info/governance/）
・当社は、多様な専門的知識、経験を有した独立社外取締役を選任することが取締役会の適切な意思決定や監督機能を担保するものであると考
えています。
・当社は、今後も引き続き、当社コーポレート・ガバナンスの充実に資する略歴、経験、知識を有する適任者を、独立社外取締役として複数選任す
ることとし、必要に応じ、取締役の３分の１以上を独立社外取締役とすることも視野に入れて取り組んでまいります。

(補充原則４－11－１)
・取締役会は、取締役・監査役の候補者の指名および執行役員の選任に際しては、個々の知識・経験・能力および業績等を踏まえ、また、取締役
会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を考慮の上、行います。
・当社は、前述の「原則３－１(i)」に記載のとおり、性別、年令、国籍などにかかわらず、多様な役職員が自らの能力を発揮し、それぞれの職場・業
務で果たすべき役割に、意欲的にそして生き生きと取り組むことができる風土作りに取り組んでいます。また、その基盤づくりのため、人事部内に
ダイバーシティ推進担当者やキャリア支援担当者を設置しています。

(補充原則４－11－２)
・当社は、当社役員が他の会社の役員を兼任する場合には、当社の役員としての役割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を確
保するのに適切な兼任数であるのがふさわしいと考えております。

(補充原則４－11－３)
・取締役会は、毎年度決算後、取締役会の運営について、各取締役による自己評価を実施します。取締役会は、各取締役の自己評価等をもとに
取締役会全体の実効性に関する検討を行い、取締役会の監督機能の更なる強化につなげるべく、取締役会運営の見直しを行ってまいります。

(補充原則４－14－２)
・当社は、取締役および監査役に対して、定期的かつ継続的に弁護士等の専門家による会社法等の法令に関する説明会を開催するなど、当社
役員としての職務遂行上必要となる法令知識や経営を監督するうえで必要となる事業活動に関する情報や知識の習得の機会を継続的に提供し
ております。
・当社は、社外取締役および社外監査役に対して、当社事業・課題に関する説明や、当社の工場等の現場の視察を実施するなどの施策を講じて
おります。
・当社は、社外取締役および社外監査役に外部の研修会への参加を促すとともに、執行役員や経営幹部との情報共有、意見交換を充実させるた
めの環境を整備します。そのために必要な費用は会社が負担します。

(原則５－１)
・当社は、株主はもとより、国内外の機関投資家や証券アナリスト等との建設的な対話を促進するため、ＩＲを担当する役員を任命し、ＩＲに関する
専門の部門を設置しています。
・当社は、株主との建設的な対話に関する取組みとして、経営トップとＩＲ担当役員が説明する決算説明会や企業説明会を開催するとともに、当社
ホームページへの情報開示等の実施により、当社の経営方針、事業戦略等、事業に関する各種情報を日本語および英語で提供し、当社への理



解を深めてもらうよう努めています。
・当社は、株主、投資家や証券アナリストから寄せられた意見は、ＩＲ部門でこれをとりまとめ、役員にフィードバックし、今後の経営に役立てていま
す。
・当社は、株主等から個別の対話（面談）について要望がある場合にはＩＲ部門が対応しますが、必要に応じて、社長、取締役および執行役員が面
談に臨むことを基本方針としており、良好な関係構築に向けて建設的な対話に努めています。
・内部情報の管理に関する方策については、「V　その他」の「２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」をご参照下さい。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

三菱電機株式会社 27,886,500 7.59

株式会社ＮＴＴドコモ 25,773,100 7.01

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 20,340,900 5.53

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 19,894,200 5.41

オアシス インベストメンツ ツー マスター ファンド エルティーディー 18,150,000 4.94

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 8,649,700 2.35

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 6,490,793 1.76

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ５０５００１ 6,395,712 1.74

ザ バンク オブ ニューヨーク １３３５２２ 4,789,719 1.30

エスアイエックス エスアイエス エルティーディー 4,672,019 1.27

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

・「２．資本構成」の記載は、2016年３月31日現在のものです。
・【大株主の状況】の「割合（％）」は、同日現在の発行済株式総数（372,223,436株）から自己株式数（5,029,993株）を控除して算出し、小数点第３位
以下を切り捨てて表示しています。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第１項各号に規定する事項について、取締役会の決議による旨の定めを定款に置いていません。一
方、当社は、取締役会の決議により会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨の定めを定款に置いています。従って、これら
の剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となります。なお、2016年３月期の中間配当（基準
日：2015年９月30日）および期末配当（基準日：2016年３月31日）については、無配とさせていただきました。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

谷関政廣 他の会社の出身者

佐藤俊一 その他

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

谷関政廣 ○ ――― 　谷関政廣氏は、企業経営者としての豊富な
経験と高い見識を有し、また、業務執行を行う
経営陣から独立した立場にあり、客観的な視
点から、社外取締役としての職務を適切に遂
行できると判断しています。

【独立役員に指定した理由】
　谷関政廣氏は、現在および過去において、当
社から社外取締役としての報酬以外に報酬等
を受けたことはありません。従って、独立役員
の独立性に影響を及ぼし得るとして東京証券
取引所が規定する判断基準のいずれについて
も該当するものはなく、かつ、実態に照らして
も、同氏が当社経営陣から著しいコントロール
を受け得る状況にはありません。以上のことか



ら、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる
おそれはないと判断し、同氏を独立役員として
指定しました。

【重要な兼職の状況】
　なし

佐藤俊一 ○ ―――

　佐藤俊一氏は、業務執行者として会社経営
に関与したことはありませんが、外交官として
の豊富な経験と高い見識を有し、また、業務執
行を行う経営陣から独立した立場にあり、客観
的な視点から、社外取締役としての職務を適切
に遂行できると判断しています。

【独立役員に指定した理由】
　佐藤俊一氏は、現在および過去において、当
社から社外取締役としての報酬以外に多額の
報酬等を受けたことはありません。従って、独
立役員の独立性に影響を及ぼし得るとして東
京証券取引所が規定する判断基準のいずれ
についても該当するものはなく、かつ、実態に
照らしても、同氏が当社経営陣から著しいコン
トロールを受け得る状況にはありません。以上
のことから、同氏と一般株主との間に利益相反
が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役
員として指定しました。

【重要な兼職の状況】
　株式会社ナカノフドー建設 社外監査役

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名） 委員長（議長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 3 0 1 2 0 0 社外取締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 3 0 1 2 0 0 社外取締役

補足説明

　取締役会の諮問機関としての任意の委員会のうち、「指名委員会」は、取締役の選任・解任に関する事項、執行役員の選任・解任および昇格・
降格に関する事項、監査役の選任に関する事項を審議し、「報酬委員会」は、取締役・執行役員の報酬・処遇に関する方針・制度体系および水準
に関する事項を審議します。
　「指名委員会」および「報酬委員会」は、取締役の中から取締役会決議により選任され、社外取締役が半数以上を占める３名以上５名以内の委
員で構成し、社外取締役が委員長となります。
　取締役会では、これら委員会の報告および提案内容を十分に尊重して審議を行います。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、2016年３月期は９回会合が行われ、会計監査結果や、年間の会計監査計画、会
計監査の実施状況等について討議が行われました。
　また、監査役と内部監査部門である監査部との間で、2016年３月期は６回会合が行われ、監査体制、監査計画、監査実施状況などについて情
報交換を行いました。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

錦戸景一 弁護士

若松弘之 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

錦戸景一 ○ ―――

　錦戸景一氏は、業務執行者として会社経営
に関与したことはありませんが、法律の専門家
としての豊富な経験と高い見識を有し、また、
業務執行を行う経営陣から独立した立場にあ
り、客観的な視点から、社外監査役としての職
務を適切に遂行できると判断しています。

【独立役員に指定した理由】
　錦戸景一氏は弁護士ですが、現在および過
去において、同氏は当社から社外監査役として
の報酬以外に報酬等を受けたことはありませ
ん。従って、独立役員の独立性に影響を及ぼし
得るとして東京証券取引所が規定する判断基
準のいずれについても該当するものはなく、か
つ、実態に照らしても、同氏が当社経営陣から
著しいコントロールを受け得る状況にはありま
せん。以上のことから、同氏と一般株主との間
に利益相反が生じるおそれはないと判断し、同
氏を独立役員として指定しました。

【重要な兼職の状況】
　光和総合法律事務所 パートナー
　サイボー株式会社 社外監査役

若松弘之 ○ ――― 　若松弘之氏は、財務および会計の専門家とし
ての豊富な経験と高い見識を有し、また、業務
執行を行う経営陣から独立した立場にあり、客
観的な視点から、社外監査役としての職務を適
切に遂行できると判断しています。

【独立役員に指定した理由】
　若松弘之氏は公認会計士であり、2008年ま
で当社の会計監査人である監査法人トーマツ
（現 有限責任監査法人トーマツ）に所属してい



ましたが、現在退職後６年以上が経過していま
す。また、同法人が当社から受けた監査報酬
等についても、経済的に同法人が当社に依存
する金額ではないことから、「多額の金銭その
他の財産」に該当しないと判断しています。
従って、独立役員の独立性に影響を及ぼし得
るとして東京証券取引所が規定する判断基準
のいずれについても該当するものはなく、か
つ、実態に照らしても、同氏が当社経営陣から
著しいコントロールを受け得る状況にはありま
せん。以上のことから、同氏と一般株主との間
に利益相反が生じるおそれはないと判断し、同
氏を独立役員として指定しました。

【重要な兼職の状況】
　公認会計士若松弘之事務所代表
　株式会社ウィザス 社外監査役
　株式会社ミクシィ 社外監査役

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

　 当社の社外取締役および社外監査役はいずれも、独立役員の要件を満たしており、全員を独立役員として指定しています。
　なお、当社では、前述のとおり、「パイオニアグループ　コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において社外役員の独立性基準を定めてい
ます。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　取締役および執行役員の報酬に全社業績および部門業績が反映される報酬制度を採用しています。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2016年３月期に係る取締役および監査役の報酬等の額は、次のとおりです。
　取締役８名　210百万円
　監査役４名　 36百万円
　(注)
　上記には、2015年６月25日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役１名を含んでいます。
　上記のうち、社外取締役および社外監査役に対する報酬等の額は、５名30百万円です。
　なお、当社の取締役および監査役のうち、報酬等の総額が１億円以上である者はありません。

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



　当社は、取締役会の諮問機関として、取締役および執行役員の報酬・処遇に関する方針・制度および個別の評価・報酬額に関する事項を審議
する「報酬委員会」を設置しています。
　取締役の報酬等については、「報酬委員会」で確認された以下の「役員報酬制度の考え方に関する方針」に従い、適正に決定されています。
・役員の処遇（報酬・賞与等のいわゆる報酬制度）は、株主の利益と相反しないものであること
・報酬等の水準は、連結業績（実績および見通し）に照らして矛盾のないものであること
・個々の報酬等は「役割・責任」に対応し、かつ担当業務（執行責任業務）の「成果・業績・貢献度」が適切に反映される制度であること
　なお、取締役および監査役の報酬等の額は、1998年６月26日開催の定時株主総会において承認された報酬額の範囲内（取締役につき年額９億
円以内、監査役につき年額１億円以内）で、取締役については「報酬委員会」の審議結果に基づき決定されています。また、監査役については監
査役の協議により適正に決定されています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役のサポートは、取締役会事務局である法務・リスク管理部が行っています。サポート内容は、取締役会開催の案内、議案資料の事前
配付、議案の事前説明、議事録の送付などです。
　社外監査役のサポートは、主として常勤監査役および監査役会専任事務局である監査役付スタッフが行っています。サポート内容は、監査役会
開催の案内、議案の事前説明、議事録の送付などです。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、高い独立性を有する社外取締役を２名選任し、経営執行の監視を強化しています。2016年３月期においては、取締役会は９回開催しま
した。

　また、迅速な業務執行と責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しており、2016年６月28日現在、14名選任しています。

　取締役会の意思決定機能を強化するプロセスとして、執行役員の中から取締役会が指名したメンバーで構成される経営執行会議を設置し、原
則として月２回開催しています。経営執行会議は、取締役会の監督の下、事業推進上の重要課題、投資案件やグループ再編、グループ全体の経
営戦略、中長期方針等の議題について十分な議論を行い、決定します。また、取締役会が決定権を持つと定められた事項は、取締役会への答申
を行うこととしています。2016年３月期においては、19回開催して約30件の案件を審議しており、取締役会を補完する経営上の意思決定プロセスと
して機能しています。

　取締役会の諮問機関としての任意の三委員会のうち、「指名委員会」は、取締役の選任・解任に関する事項、執行役員の選任・解任および昇
格・降格に関する事項、監査役の選任に関する事項を審議し、「報酬委員会」は、取締役・執行役員の報酬・処遇に関する方針・制度体系および
水準に関する事項を審議します。「特別委員会」は、企業買収等の企業価値に重大な影響を及ぼす事態が発生した時、あるいは発生するおそれ
がある時に、対応策を合法性、合理性、妥当性の各視点から審議します。
　「指名委員会」および「報酬委員会」は、取締役の中から取締役会決議により選任され、社外取締役が半数以上を占める３名以上５名以内の委
員で構成し、社外取締役が委員長となります。また、「特別委員会」は、取締役会決議により選任され、社外取締役および社外監査役（監査役会が
同意した場合に限る）が半数以上を占める５名以上７名以内の委員で構成し、社外取締役が委員長となります。
　取締役会では、これら三委員会の報告および提案内容を十分に尊重して審議を行います。

　2016年６月28日現在における各委員会の構成は次のとおりです。
【指名委員会】
委員長　社外取締役　　佐藤俊一
委　員　 取締役　　　　　小谷 進
　　　　 　社外取締役　　谷関政廣

【報酬委員会】
委員長　社外取締役　　谷関政廣
委　員　 取締役　　　　　小谷 進
　　　　　 社外取締役　　佐藤俊一

【特別委員会】
委員長　社外取締役　　谷関政廣
委　員　 取締役　　　　　小谷 進
　　　　 　取締役　　　 　 小野幹夫
　　　 　　社外取締役　　佐藤俊一
　 　　　　社外監査役　　錦戸景一

　当社は、高い独立性を有する社外監査役を２名選任しています。また、社外監査役若松弘之は公認会計士であり、財務および会計に関する相
当程度の知見を有しています。2016年３月期においては、監査役会は14回開催しました。
　さらに、監査役の職務を補助するため、監査役会の下に専任事務局を置いており、その専任事務局員の任命、異動等については監査役会と事
前協議を行っています。

　また、当社はグループ全体の内部統制システムの構築・運営を推進する「内部統制委員会」を設置していますが、この委員長は代表取締役を兼
務する執行役員が務めており、事業活動に伴うリスクの把握と危機の未然防止策を図っています。

　当社は、監査役会に報告された監査計画に基づき、有限責任監査法人トーマツによる会計監査（会社法監査、金融商品取引法監査、英文連結
財務諸表監査）および内部統制監査を受けています。
　2016年３月期に係る会計監査業務および内部統制監査を執行した公認会計士は、同監査法人に所属する、久世浩一氏、岩下万樹氏および山
田知輝氏の３名です。これら３名の公認会計士の継続監査年数は、全員７年以内となっています。また、会計監査業務の補助者は、同監査法人
に所属する公認会計士６名、その他７名で構成されています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、前述のとおり、「監査役会設置会社」制度を採用した上で、高い独立性を有する社外取締役を複数選任して取締役会における監督機能
を強化しているほか、執行役員制度や経営執行会議の設置により、業務執行機能や意思決定機能の強化を図っています。また、任意の委員会と



しての「指名委員会」「報酬委員会」「特別委員会」により、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化しています。
　なお、当社は2012年６月から、コーポレート・ガバナンスの向上を目的として、取締役については全社的な視点から意思決定機能および監督機
能に特化し、執行役員についてはその業務執行機能を強化しています。
　当社は、企業価値を向上する上でコーポレート・ガバナンスの強化は極めて重要であると認識しており、現在の当社のコーポレート・ガバナンス
体制は有効に機能していると評価しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　株主総会の３週間前に招集通知を発送しています。
　招集通知の発送日前に東京証券取引所ホームページおよび当社ホームページへの掲載を
行っています。

集中日を回避した株主総会の設定 　集中日を回避して開催しています。

電磁的方法による議決権の行使 　インターネット等による議決権行使（パソコン・ スマートフォン・携帯電話）を実施しています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

　株式会社ＩＣＪが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」に参加していま
す。

招集通知（要約）の英文での提供 　総会招集通知は和英ともに当社ホームページへの掲載を行っています。

その他
　株主総会のビジュアル化、会場における製品展示、招集通知および株主総会概要（ともに和
英）の当社ホームページへの掲載、議決権行使促進活動などを行っています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
　情報開示に関する基本姿勢等を定め、当社ホームページで和文・英文ともに
公開しています。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　決算説明会を四半期ごとに決算発表当日に開催しています。また、企業説明
会を適宜開催しています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
　原則として年２回程度の海外投資家訪問を行っており、また、随時、現地との
電話会議によるインタビュー等を受けています。

あり

IR資料のホームページ掲載
　ＩＲ資料は、原則として、全て和文・英文の双方で作成し、発表・発行の当日に
当社ホームページに掲載することとしています。

IRに関する部署（担当者）の設置 　経営戦略部ＩＲ・広報部ＩＲ課

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

　パイオニアグループの全ての役員・従業員と、社内外のステークホルダーとのあり方につい
て、「パイオニアグループ企業行動憲章」および「パイオニアグループ行動規範」の中で規定して
おり、当社ホームページで公開しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　パイオニアグループが行う環境保護活動や社会貢献活動について基本となる事項を明らかに
した「環境保護基本規程」・「パイオニアグループ社会貢献活動指針」を制定しています。
　社内に「法務・リスク管理部」等の専任担当部門を設置しています。
　「パイオニアグループ企業行動報告書」を作成し、当社ホームページでも公開しています。
　具体的な環境保護活動やＣＳＲ活動の内容については、当社ホームページで公開しているほ
か、株主・投資家向けの報告書・アニュアルレポート等でも随時紹介しています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　「パイオニアグループ企業行動憲章」に定めた「情報の適正な開示」を確実に実行するため、
「情報開示基本規程」を制定しています。また、この基本規程に基づき「ディスクロージャー・ポリ
シー」を定め、当社ホームページで公開しています。

その他



　金融商品取引法等の法令や証券取引所の規則の趣旨に則り、パイオニアグループの全ての
役員、従業員、その他の従業者を対象として、インサイダー取引の防止および情報の適切な管
理のため、「内部者取引防止基本規程」および「インサイダー取引防止ガイドライン」を制定し、
適切な運用を図っています。
　「人間尊重にもとづいた企業活動」を目指すことを定めた「パイオニアグループ企業行動憲章」
の精神に則り、「人事管理基本規程」を制定しています。
　人事部内に「ダイバーシティ推進担当者」および「キャリア支援担当者」を設置し、多様な人
材、そこから生まれる多様な考えや意識を尊重し、社員一人ひとりが持つ能力を最大限発揮で
きる風土を醸成する活動に取り組んでおり、その一環として女性活躍を推進しています。 2016
年４月末現在、女性管理職数は23名（管理職全体の2.1％）となっています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　会社法第362条第４項第６号および会社法施行規則第100条に基づき、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制その他当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制については、次のとおり整備しています。

〔基本方針〕
　パイオニアグループでは、企業理念「より多くの人と、感動を」を共有するために、「企業ビジョン体系」を定め、これを実現するための根本規則と
して「パイオニアグループ企業行動憲章」を定めています。
　この「パイオニアグループ企業行動憲章」に沿って、当社グループに働く者が遵守すべき事項として「パイオニアグループ行動規範」を定め、当社
グループの役員および従業員は、この行動規範を基に、企業の社会的責任を深く自覚し、自らの職責に従って誠実に行動することとしています。
　パイオニアグループの全てが遵守すべき基本的な事項を定めた共通のルールブックとして、「パイオニアグループ企業行動憲章」を頂点とする
「パイオニアグループ規程」を広く定め、これに基づいて連結ベースでの経営管理体制の確立を図ります。

（１）取締役および使用人の職務執行の法令・定款適合性を確保するための体制
　経営方針等の最重要事項に関する意思決定機関および監督機関としての取締役会、業務執行機関としての代表取締役、監査機関としての監
査役会という経営機関制度により、取締役の職務執行の法令および定款への適合性を確保しています。また、独立性の高い複数の社外取締役
を選任することにより、業務執行に関する取締役会の監督機能を強化しています。
　コンプライアンスに関しては、「パイオニアグループ企業行動憲章」および「パイオニアグループ行動規範」を、当社グループの役員および従業員
の業務における判断・行動の基準としています。また、当社グループの役員および従業員の法令遵守、ならびに「パイオニアグループ行動規範」
の徹底を図るため、「ビジネス・エシックス基本規程」に基づき、社外取締役を委員長とする「ビジネス・エシックス委員会」を設置しています。また、
通常の報告経路から独立した社内通報制度として「ビジネス・エシックス・ホットライン」を設け、「パイオニアグループ行動規範」に反する行為に関
しては、これによる通報に真摯に対応しています。「ビジネス・エシックス・ホットライン」による通報は、「ビジネス・エシックス委員会」と監査役 に同
時に報告される制度とし、また、通報者が通報したことを理由として不利益な取り扱いを受けないよう適切な運営を図っています。
　内部監査に関しては、「連結内部監査基本規程」に基づき、監査部が業務運営の状況を監査し、合法性および社内規則の遵守状況を確認して
います。
　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の排除に関しては、「パイオニアグループ企業行動憲章」で定める、社会的正義を尊重し
た公正な企業活動を推進するという精神に則り、「パイオニアグループ行動規範」により、組織的かつ毅然とした対応を行うこととしています。ま
た、「反社会的勢力対応基本規程」を定めるとともに、対応を統括する部門を定め、外部専門機関との連携や、当社グループにおける情報の共
有、対応に関する指導、連絡の徹底を行うなど、体制を強化しています。

（２）取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制
　取締役の業務執行に係る情報については、「情報セキュリティ管理基本規程」等の社内規程に基づき、適切に管理しています。また、これらの情
報の保存・管理状況については、監査部が定期的に確認しています。
　取締役会の議事については、法令に従い取締役会議事録を作成し、10年間本店に備え置いています。
　また、取締役会の意思決定機能を強化するため、後述のとおり「経営執行会議」を設置していますが、その議事については議事録を作成し、取
締役会議事録に準じ10年間保管しています。
　経営情報の適切な開示と財務報告の適正性の確保に関しては、「情報開示基本規程」および「連結決算基本規程」を定め、情報管理体制の強
化を図っています。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループの事業活動に伴うリスクについて、その管理体制の充実・強化を推進するために、「内部統制システム基本規程」に基づき、当社代
表取締役を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、リスクの把握と危機の未然防止策について整備を図っています。重要なリスクについては、
「パイオニアグループ規程」の中で対応方針を定め、組織的な管理を行っています。
　また、危機発生時における適切な対応を図るため「危機管理基本規程」を定めています。これに基づき、当社総務部担当執行役員 を委員長とす
る「ＥＭ委員会」を常設の組織として置き、危機管理に関する教育・啓発を行うとともに、当社グループの組織毎に担当責任者を配置して、危機発
生時における対応と事態解決を行っています。危機管理における当社グループ各組織の役割および危機発生に対する対応手順等については、
「危機管理マニュアル」において定めています。
　グループ各社における重要事項の意思決定については、「グループ会社権限基本規程」に基づき、権限と責任の所在および承認の手段を明確
化し、損失の未然防止を図っています。
　「連結内部監査基本規程」に基づき、監査部がグループ各社について組織毎に、リスク管理状況および危機発生時における対策の確認を行っ
ています。

（４）取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
　当社は、「執行役員制度」および執行役員への委嘱業務を明らかにすることにより、権限委譲による事業運営の迅速化とともに、経営責任の所
在の明確化を図っています。
　取締役会の意思決定機能を強化するため、執行役員の中から取締役会が指名したメンバーで構成される「経営執行会議」を、原則として 月２回
開催しています。グループ全体の重要な経営課題に関しては、「経営執行会議」で十分な議論を行い、これらを決定し、あるいは取締役会が決定
権を持つと定めた事項の場合は、取締役会への答申を行うこととしています。
　また、「グループ会社権限基本規程」により、グループ各社における重要事項の意思決定につき、権限と責任の所在および承認の手段を明確化
することで、取締役会の意思決定の迅速化および職務執行の効率化を図っています。
　さらに、株主による選任の機会を増やすことで、取締役の責任を明確にして経営環境の変化に迅速に対応できるよう、取締役の任期を法定の２
年から１年に短縮して います。

（５）当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制
　当社グループ全体の業務の適正を確保するため、「パイオニアグループ規程」を定め、グループ各社はこれを遵守することとしています。
　グループ各社における重要事項に関しては、「グループ会社権限基本規程」に基づき「経営執行会議」で十分な議論を経て決定することとし、権
限と責任の所在を明確にした上で、意思決定の迅速化ならびにグループ全体の業務の適正化および効率化を図っています。
　当社の取締役または執行役員を主要なグループ各社の取締役として選任し、グループ各社の経営に関する監督機能および経営管理体制の強
化を図っています。
　当社およびグループ各社の監査役が、互いに情報交換を行う体制を確保し、当社グループ全体における業務の適正確保と監査の実効性確保
を図っています。
　また、当社グループ全体にわたる内部監査の実施については、「連結内部監査基本規程」に基づき、監査部が統括しています。



（６）監査役の補助使用人およびその独立性に関する事項
　監査役の職務を補助するために、監査役会の下に、通常の指揮系統から独立した専任事務局を置いています。また、その専任事務局員の任
命、評価、異動等については監査役会と事前協議を行っています。

（７）取締役および使用人による監査役への報告に関する体制
　当社およびグループ各社の取締役および使用人が、監査役に報告する体制を確保しています。また、当社「会議体規程」に定める全社会議等
の重要な会議には、監査役が出席する体制としています。
　さらに、経営・業績に影響を及ぼす重要な事項については、監査役会が定めた「監査役監査基準」に則り、監査役会がその都度報告を受ける体
制を確保しています。財務情報の開示においては、事前に監査役の内容確認を受けています。
　監査役への報告においては、報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けることがない体制を確保しています。

（８）その他、監査役による監査の実効性を確保するための体制
　「監査役会規則」および「監査役監査基準」に則り、代表取締役との定期的な会合、監査部および会計監査人からの定期的な説明および報告の
機会を確保しています。
　また、監査役は、必要に応じて外部専門家のアドバイスを求めることとしています。
　監査役の職務の執行に必要な費用については、監査計画に基づいて予算化し、請求に応じて支払うこととしています。

（注）「パイオニアグループ規程」とは、パイオニアグループ全体の経営に関する基本的な事項を定めた規程類を総称するものであり、パイオニア
グループ企業行動憲章、パイオニアグループ行動規範、ビジネス・エシックス基本規程、連結内部監査基本規程、情報セキュリティ管理基本規
程、情報開示基本規程、連結決算基本規程、内部統制システム基本規程、危機管理基本規程、グループ会社権限基本規程などが含まれていま
す。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　上記「１．（１）取締役および使用人の職務執行の法令・定款適合性を確保するための体制」に記載のとおりです。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

なし

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】
　当社の会社情報の適時開示に関する社内体制の状況は、次のとおりです。

（1）情報開示についての基本的な考え方
　「パイオニアグループ企業行動憲章」においては、「私たちは、情報の適正な開示につとめます」と規定しており、また、「パイオニアグループ行動
規範」では、(1)健全で透明性のある企業経営に努めることで、株主や投資家に信頼される企業であり続けること、(2)法令等を遵守して企業情報の
適時適切な開示に努めること、(3)インサイダー取引を行わないことなどを規範項目として挙げています。これらの規程は、当社ホームページで公
開しています。
　「パイオニアグループ規程」ではまた、「情報開示基本規程」および同規程に則り制定した「ディスクロージャー・ポリシー」において、(1)株主・投資
家をはじめ、顧客、取引先、マスコミ、地域社会など全ての利害関係者に対して適時適正な情報開示を行うこと、(2)法令・公的規則に基づく情報開
示を行うのみならず、当社グループの企業理解や投資判断に有用と考えられる情報についても積極的かつ公正に開示することを定めています。
「ディスクロージャー・ポリシー」は、当社ホームページで公開しています。
　さらに、「内部者取引防止基本規程」および「インサイダー取引防止ガイドライン」を制定し、インサイダー取引の未然防止とともに、会社情報の適
切な管理を図っています。また、「危機管理基本規程」および「危機管理マニュアル」を制定し、平常時および危機発生時における適切な対応を
図っており、人命の尊重、法と倫理の遵守等に加え、積極的な情報開示に努めることを定めています。
　以上のとおり、様々な視点から情報管理を行うこととし、適切な情報開示に注力しています。

（2）適時開示に係る体制および業務プロセス
　適時開示に係る基幹体制としては、パイオニアグループに係る重要事実のうち、取締役会および経営執行会議における「重要な決定事実」、な
らびに「決算情報」については、社長および証券取引所上場規則に基づいて選任された情報取扱責任者の指示の下、経営戦略部ＩＲ・広報部が適
時適切な開示を実施しています。また、「重要な発生事実」については、社長に集約された上で、社長および情報取扱責任者の指示により、経営
戦略部ＩＲ・広報部が適時適切な開示を実施しています。

　また、この基幹体制を補完する仕組みおよび業務プロセスは、次のとおりです。
・当社は、 公平性の観点から、情報開示においては可能な限り全て日本語と英語の双方で行っています。
・インターネットは新聞・テレビ等のマスメディアと並ぶ重要な情報源であると捉え、当社ホームページ上に「投資家情報」サイトを設けており、決算
情報や企業説明会等の各種適時開示情報の掲載に加え、アニュアルレポート、株主向け報告書、株主総会の概要や有価証券報告書等を速やか
に掲載し、積極的かつ公平な情報開示に努めています。
・情報開示業務においては、経営戦略部経営企画部、法務・リスク管理部、経理部、経営管理部、経営戦略部ＩＲ・広報部等が連携し、内容の適正
性・網羅性を確保しています。
・経営上の意思決定に係る情報や決算情報については、開示内容の適法性・正確性・妥当性を確保するため、適宜、弁護士のレビューを受けて
います。
・決算発表においては、メディア発表に加え、証券アナリスト等向けの決算説明会を開いています。
・決算情報については、特に適切かつ厳格な管理を行うため、原則として、四半期毎の決算期日の翌日から決算発表までを「沈黙期間」とし、投資
判断に影響を与える可能性のある、決算および業績見通しに関係するコメントは行わないこととしています。ただし、当該期間中であっても、すで
に開示した業績予想等から大きく乖離する見込みとなった場合には、必要な情報を公表します。
・適時開示と表裏一体をなす内部者取引防止に関しては、「内部者取引防止基本規程」に基づき、会社情報の適切な管理のため、経営戦略部Ｉ
Ｒ・広報部担当役員を委員長とし、経営戦略部経営企画部、人事部、経理部、財務部、経営管理部、法務・リスク管理部および経営戦略部ＩＲ・広
報部の各部門長で構成される「情報管理委員会」を設置し、グループ全体で重要事実の迅速な収集を図っています。重要事実となる可能性のあ
る事実がある場合、関係法令や証券取引所上場規則に基づき、情報管理委員長が必要に応じパイオニアグループの役員・従業員に対して、当該
事実が公表されるまでの当社株式の売買禁止および情報の漏洩防止の徹底を連絡するほか、特に重要事実に触れやすい部門に対しては、当社
株式の売買の事前届出を義務づけるなど、適切な対応に努めています。また、決算情報については、重要性に鑑み、四半期毎の決算期日の翌
日から決算発表までの期間は、当社およびグループ会社の役員・従業員による当社株式の売買を全面的に禁止しています。さらに、インサイダー
取引防止の一層の徹底を図るため、パイオニアグループの役員・従業員を対象としたＥラーニングを実施しているほか、入社時の全員研修の一環
として、新入社員に対しても担当者による直接の講習を実施しています。



コーポレート・ガバナンス体制（2016年6月28日現在）

監査部
経営執行会議

指名委員会
（委員長：社外取締役）

報酬委員会
（委員長：社外取締役）

特別委員会
（委員長：社外取締役）

ビジネス・エシックス委員会
（委員長：社外取締役）

株 主 総 会

業務執行機能意思決定・監督機能

監査役会
監査役３名

（うち社外監査役２名）

会計監査人

<パイオニアグループ規程>

・パイオニアグループ企業行動憲章

・パイオニアグループ行動規範

・ビジネス・エシックス基本規程、連結内部監査基本規程、

内部統制システム基本規程などによる業務の適正確保
内部統制委員会
（委員長：代表取締役）

各部門、グループ会社

取締役会
取締役７名

（うち代表取締役２名）

（うち社外取締役２名）
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監督・指示

報告

（取締役会の諮問機関）

執行役員
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